
相　続　税

被 相 続 人 の 数 取 得 財 産 価 額

　　                            人                               千円

2,320 159,057,251

1,706 53,949,856

7,011 617,239,245

1,567 13,472,840

1,471 55,306,155

実　  　　   　　　　　　 7,113 899,025,347

6,751 86,577,634

1,062 2,770,861

246 1,394,848

258 1,321,637

519 3,973,853

実　  　　   　　　　　　 1,405 9,461,198

1,530 49,443,563

4,859 88,878,782

1,470 29,216,280

2,064 41,624,879

実　  　　   　　　　　　 5,755 209,163,504

7,391 403,014,341

5,331 2,573,525

1,612 56,046,853

656 30,175,592

322 468,951

6,336 151,748,612

実　  　　   　　　　　　 6,534 238,440,008

実　  　　   　　　　　　 7,451 1,848,255,557

2 36,348

6,929 208,080,694

7,237 20,134,768

実　  　　   　　　　　　 7,419 228,215,462

実　  　　   　　　　　　 7,451 1,620,076,443

1,226 9,814,187

実　  　　   　　　　　　 7,451 1,629,880,740

財 産 等 の 種 類

畑（耕作権及び永小作権を含む。）

宅 地 （ 借 地 権 を 含 む 。 ）

山 林

田（耕作権及び永小作権を含む。）

家 屋 、 構 築 物

商品、製品、半製品、原材料、農産物等

売 掛 金

機械器具、農耕具、じゅう器、備品

現 金 、 預 貯 金 等

家 庭 用 財 産

退 職 金 及 び 功 労 金 等

立 木

そ の 他

債 務

葬 式 費 用

合　　　　　　　　計

相 続 時 精 算 課 税 適 用 財 産 価 額

調査対象等：平成15年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した

　　　　　　者について、平成16年10月31日までに提出された「申告書（修正申告書を除く。）」に基づいて作成した。

　（注）　「被相続人の数」欄の「実」は実人員を示す。

生 命 保 険 金 等

計

計

差 引 純 資 産 価 額

加算贈与財産価額/暦年課税分贈与財産価額

課 税 価 格

計

計

計

　６－７　相続財産の種類別状況　　　　　　　

そ の 他 の 財 産

同 上 以 外 の 株 式 及 び 出 資

公 債 及 び 社 債

投 資 ・ 貸 付 信 託 受 益 証 券

特 定 同 族 会 社 の 株 式 及 び 出 資

そ の 他 の 土 地

事
業
（

農
業
）

用
財
産

土

地

有

価

証

券

そ
の
他
の
財
産


